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令和４年度の健康保

険・介護料率、国民年金

保険料月額は、次のとお

りです。 

１．健康保険・介護保険料率の決定 

①主な都道府県の令和４年度の協会け

んぽの健康保険料率は以下の表をご

確認ください。 

②介護保険料率（40 歳～64 歳）は、

現行の 1.80％から 1.64％へ引下げ

となります。 

2．保険料の控除 

保険料率の変更は、3 月分（4 月納付

分）から変更となります。 

給与計算では 4 月に支払う給与から

ご変更ください。なお、3 月に賞与

が支払われる場合には、下記の保険

料率が適用となりますのでご留意く

ださい。 
健康保険・介護保険料率（ ）内は R3 年度の料率 

 
事業主 

負担 
本人負担 合計 

健

康

保

険 

千葉 

（下がる） 

4.88％ 

（4.895%） 

4.88％ 

（4.895%） 

9.76％ 

（9.79%） 

東京 

（下がる） 

4.905％ 

（4.92%） 

4.905％ 

（4.92%） 

9.81％ 

（9.84%） 

埼玉 

（下がる） 

4.855％ 

（4.90%） 

4.855％ 

（4.90%） 

9.71％ 

（9.80%） 

神奈川 

（下がる） 

4.925％ 

（4.995%） 

4.925％ 

（4.995%） 

9.85％ 

（9.99%） 

介護保険 

(下がる) 
0.82％ 0.82％ 1.64％ 

 

3．令和 4 年度国民年金の保険料月額 

 月額 16,590 円（令和 3 年度 16,610

円）となりました。 

雇用調整助成金の特

例措置は、令和４年６

月３０日まで以下のと

おりとなります。 

 １・２月 ３～6 月 

中

小

企

業 

原則的な措置 
4/5（9/10） 

11,000 円 
4/5（9/10） 

9,000 円 

業況特例 

地域特例 

4/5（10/10） 

15,000 円 

 また、４月以降の休業にかかる申請か

ら、次の２点が変更となります。 

①業況特例における業況の確認 

４月以降の休業について業況特例の

申請を行う場合、毎回、業況の確認＊を

行い、要件を満たせば業況特例を適用し、

満たさなければ原則的な措置を適用し

ます。 

４月以降、業況特例を申請する場合に

は、申請の都度、売上等の生産指標の提

出が必要です。 
＊生産指標が最近３か月の月平均で前年、前々年

または３年前同期比３０％以上減少している

こと。 

②最新の賃金総額から平均賃金額を計算 

 雇用調整助成金の助成額は、平均賃金

額をもとに計算されています。この平均

賃金額は、特例により、初回申請時に算

定した額を継続して使用できることに

なっていますが、６月以降に申請する場

合は、最新の賃金総額をもとに平均賃金

額を計算し、新しい平均賃金額をもとに

助成額が決定されることになる予定で

す。 
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平均賃金額は、「労働保険確定保険料

申告書」または「給与所得・退職所得等

の所得税徴収高計算書」をもとに計算さ

れますが、どちらを用いるかによって、

この変更が適用されるタイミングが異

なりますので、ご注意ください。 
・労働保険確定保険料申告書の場合 

⇒令和３年度の労働保険確定保険料申告書

の受理日以降、最初の申請から適用 

・所得税徴収高計算書の場合 

⇒令和 4 年６月１日以降、最初の申請から

適用 

【在職時改定の導入】 

現在の年金制度で

は、老齢厚生年金を受

給できる年齢に達し

た後にも働き、厚生年

金保険の被保険者であった期間につい

ては、資格喪失時（退職時または 70 歳

到達時）にこの期間を加えて年金額を改

定することになっています。例えば、65

歳より老齢厚生年金を受給しながら働

き、厚生年金の保険料を納めている場合、

保険料を納めている間は老齢厚生年金

の受給額に反映されず、退職時または

70 歳到達時以降に受給する年金額に

反映されます。 

 今回の改正によって、老齢厚生年金を

受給しながら働き、厚生年金の保険料を

納めている場合、65 歳以上の者につい

ては、毎年 1 回、10 月に年金額の改定

を行うことになりました。これにより、

資格喪失時（退職時または 70 歳到達

時）の改定を待たずに、納めた保険料が

受給する額に反映されるようになりま

す。 

【在職老齢年金制度の見直し】 

 在職老齢年金制度とは、厚生年金に加

入しながら老齢厚生年金を受給してい

る 60 歳以上の方について、賃金（総報

酬月額相当額）と年金月額の合計額が一

定以上になる場合に、年金額の全部また

は一部が支給停止になる仕組みです。 

 60～64 歳の在職老齢年金は賃金

（総報酬月額相当額＊1）と年金月額の

合計が 28 万円以下の場合、年金は全額

支給されます。賃金（総報酬月額相当額）

と年金月額の合計が 28 万円を超える

場合、超えた金額の 1/2 が支給停止さ

れ、総報酬月額相当額が 47 万円を超え

る場合には、さらに超えた分と同額の年

金が支給停止になります。 
＊1 総報酬月額相当額…標準報酬月額とその月以前 1
年間の標準賞与額の総計を 12 で割って得た額 

 今回の改正によって、令和 4 年 4 月

より、この支給停止基準が 28 万円から

47 万円に引き上げられます。これによ

り、60 歳～64 歳の方についても 65

歳以降の在職老齢年金制度と同様に、賃

金（総報酬月額相当額）と年金月額の合

計金額が 47 万円以下であれば、年金は

全額支給されることになり、47 万円を

超えた場合には、超える額の 1/2 が支

給停止になります。 

 なお、65 歳以降の在職老齢年金制

度については変更ありません。 

【基礎年金番号通知書について】 

令和 4 年４月以降、年金手帳は廃止

され、基礎年金番号通知書が交付されま

す。（既に年金手帳を持っている方には、

基礎年金番号通知書は送付されません。） 

現在お持ちの年金手帳は、令和 4 年

４月以降も基礎年金番号を確認できる

書類として利用できますが、 

・新たに年金制度に加入する方 

・年金手帳の紛失等により再発行を希

望する方 

には、年金手帳ではなく、基礎年金番号

通知書が発行されます。 

  

令和４年４
月以降の年
金制度改正
について 

従業員の採用等により社会保険の

資格取得手続きを行う場合、個人

番号（マイナンバー）による届出

であれば、被保険者本人の年金手

帳または基礎年金番号通知書の確

認は不要とされています。 


